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必
要
経
費
を
差
し
引
い
た
余
剰
金
は
、「
自
由
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
」
と
記
載
し
て
あ
り
ま
す
が
、 

こ
れ
は

不
正
受
給
に
あ
た
る
行
為
で
あ
り
、
正
規
の
助
成
金
で
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
な
文
書
が
届
き
ま
し
た
ら

無
視
す
る
の
が
一
番
で
す
。 

 

 

◎ 緊 急 情 報 ◎ 
助成金受給のサポートと称して、高額な手数料

を請求される可能性があります。 
 

 

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋・山本）まで 

 

※このような文書が新潟県内の事業所に届いています。 
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29年度 厚生労働省助成金 ご案内 

経営者様 

申請をされた事業主様のみが受給されている助成金です。受給された助成金の用途において、必

要経費を差し引いた分につきましては、事業主様ごとに自由にご利用いただけます。是非、助成金を

経営の強化資源としてご活用いただければ幸いでございます。お問い合わせお待ちしております。 
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